
令和５年度 第７回精華町立体育館・コミュニティーセンター

及び町内体育施設指定管理者連絡調整会議 議事摘録

■日時

令和５年１０月２０日（金）午後３時００分～午後４時４０分

■場所

むくのきセンター 第２会議室

■出席者

精華町スポーツ協会

谷専務理事、山下事務局長、西田事務局次長、吉田主任

三幸（株）

百鬼大阪支店長

精華町教育委員会教育部生涯学習課

田原課長、吉岡課長補佐、北川主事、仲村会計年度任用職員

■内容 進行：田原課長

１ 開会

【田原課長】

・10/15（日）に精華町長選挙が行われ、現職の杉浦 正省 氏が当選され、

10/24（火）が初登庁日である。

・令和６年度の予算要求の締切が 11/13（月）である。

２ 議題

（１）指定管理者より

①令和５年９月の実績報告について

【スポーツ協会より】

・アリーナの使用について、件数は減っているが町内幼稚園の運動会など

で使用され、使用者数は前年度同月に比べて増加している。

・新型コロナワクチン集団接種が 11/25（土）・11/26（日）・12/16

（土）・12/17（日）の日程がキャンセルとなった。

・電気代について昨年よりは高くはないが高止まりしている。

②施設維持管理について

【三幸（株）より】

・むくのきセンター自家用電気工作物保守管理業務（9/1～9/30）



・打越台グラウンド高圧受電設備保守管理業務（9/1～9/30）

・エレベーター１号機～３号機点検（9/13）

・巡回点検業務（9/27）

・防火設備定期点検業務（9/27）

・令和６年度の予算要求に向けて修繕箇所等の見積りを依頼中である。

・４階多目的ホールのパーテーション修繕について、２通りの見積りを依

頼中である。

・10/23（月）に打越台グラウンド照明を交換予定。

・防火設備点検で不具合報告があり、防火シャッターにシャッター用危害

防止装置が設置されていないことがわかった。建築基準法では平成１７年

１２月１日以降は施設の増改築時に設置が義務付けられているため、今年

度予算ではなく来年度に予算要求し、実施したいと考えている。

・１２月にむくのきセンターで停電点検を実施予定である。

③令和６年度休館日について

【スポーツ協会より】

・今年度は毎月第４水曜日、年末年始（12/28～1/3）、行事開催日を休館

日としているが、令和６年度はそれらに加えて休館日を追加したいと考え

ている。休館日を増やすことによって、指定管理者評価委員会で指摘され

た、施設の点検や修繕、職員の研修等の充実を図りたいと考えている。

→休館日を増やすことによっての収支状況の変化（電気代の節約など）を

示してほしい。規則改正や周知期間の確保のことも考えて、令和６年４月

から休館日を増やすことは難しいことを生涯学習課から伝えた。

④令和６年度優先予約受付について

【スポーツ協会より】

・１０月の休館日に優先予約の受付開始メールを生涯学習課に送る。確認

でき次第、各課に生涯学習課からメールで周知してもらいたい。

⑤展示コーナーの活用について

【スポーツ協会より】

・パーテーションを活用し、ポスターなどでの情報発信や、施設利用者が

気軽に交流や休憩ができるように机や椅子を配置し、交流スペースとして

活用しようと考えている。飲食については不可としない方向で考えている。

そのために条例改正、ジオラマの整理をお願いする。

（２）精華町教育委員会より



・10/23（月）の打越台グラウンド照明交換に立ち会う予定である。

・今年中に消防設備の修繕を進めたい。

・京都パープルサンガ（プロサッカーチーム）へのホームタウン加入につ

いて、11/1（水）に京都パープルサンガと協議予定である。ホームタウン

に加入した場合、精華町の PR や体育振興にもつながると考えられる。

（３）その他

➀修繕実施状況

・残りの予算で優先度の高い修繕から進めていく必要がある。

３ 連絡・報告事項

【スポーツ協会】

・インボイス対応について、施設の部分については対応済みである。スポ

ーツ協会から提出する請求書についても従来とは変更になるところがある

ので注意していただきたい。

４ 閉会


